
（２）市民参加の実施内容

（３）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの

見直し案に対する審議(R5.5.24,R5.7.18,R5.8.24) ●

開催日の公表 (R5/9/15答申)

会議録の公表

見直し案に対する意見交換(R5/9/13,R5/9/21)

開催日公表

意見交換会の報告を公表

市の一般廃棄物処理基本計画（平成３１年３月）の基本施策「Ⅰ　発生抑制の推進」、個別施策「６．事業系ごみの減量」を推進するにあたり、事業者のごみ減量や適正な排出を促進するため、
一度に市に搬入できる量などの見直しを行うもの

〈メリット〉
　事業系ごみの減量・資源化を促進できること。

〈デメリット〉
　事業者が市の施設に搬入できるごみの量や種類が一部減少する。正式名称

概　要

市民参加の
実施結果を
踏まえた担
当課の意見

①その手法を選択した理由等 ②開催告知日 ③募集期間 ⑥対象者・人数等 ⑦委員構成

９月 １０月

#REF!

審議会等

意見交換会

市民参加の手法
令和５年度

７月 ８月 １１月 １２月 ３月

意見交換会

審議会等

対象者：流山市廃棄
物対策審議会委員
審議会委員数:13名
第１回:12名
第２回:13名
第３回:9名

学識経験者:2名
公募市民等:5名
関係団体代表:4名
廃棄物減量等推進

員:1名
環境美化推進員:1名

1009622

対象者:市内の流山市
一般廃棄物収集運搬
業許可業者の代表取

締役等
第１回:6名
第２回:6名

市HP
R5/9/30～

1043257

　審議会については、市廃
棄物の減量及び適正処理等
に関する条例で定められた
廃棄物対策審議会において
審議する事項であるため。

　意見交換会については、
流山市内事業所の企業支援
や地域経済活動に対して幅
広い知見と経験を有する商
工会議所及び、市内事業者
から直接廃棄物の収集運搬
を請け負い、事業系廃棄物
への知見と経験を有する市
の一般廃棄物業の許可業者
に対し意見を募ることが必
要であると考えたため。
　時期については、廃棄物
対策審議会からの答申後と
した。

市民参加実施結果シート

１月 ２月４月 ５月 ６月

④受付方法 ⑤開催日・場所等

市ＨＰ
第１回：R5/5/17
第２回：7/11
第３回：8/17
広報紙
第１回:R5/5/11号
第２回:R5/6/21号

市ＨＰ
R5/9/1～

約2週間前から掲載

第１回:R5/5/24
第２回:R5/7/18
第３回:R5/8/24

いずれもクリーンセンター
リサイクルプラザ・プラザ

館　研修室３
答申:R5/9/15

第１回:R5/9/13
第２回:R5/9/21

いずれもクリーンセンター
リサイクルプラザ・プラザ

館　研修室３

⑫工夫したこと・その他

・事業系廃棄物の減量・資
源化や適正処理について体
系的にまとめた「事業系廃
棄物処理ガイドブック（流
山市事業系廃棄物受入基
準）」及び概要版の「事業
系廃棄物処理リーフレッ
ト」を作成した。

⑪意見の反映

意見を反映した
（案を修正した）

意見を反映した
（案を修正した）

案を修正しなかった

その他

○

⑧結果の公表 ⑨関連するＨＰの広報ＩＤ ⑩市民参加手続実施後の検証

市HP
R5/6/25～

○

担当課： クリーンセンター

案を修正しなかった

その他

結果

令和6年4月１日時点

（途中経過）

（１）市民参加の手続　実施結果について

事業
タイトル

事業系ごみの出し方の見直しについて

ごみ収集事業・事業系ごみの出し方の見直しについて

市民参加の実施方法

市が考える
市民等への影響

上位計画
の有無 無（流山市独自）


